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被害状況等
（出典：緊急災害対策本部公表資料(令和４年３月８日)、

復興庁等）

（１）人的被害
ア 死者 １９，７５９名

（震災関連死(注) ３，７８９名）
イ 行方不明 ２，５５３名
ウ 負傷者 ６，２４２名

（２）建築物被害
ア 全壊 １２２，００６戸
イ 半壊 ２８３，１６０戸
ウ 一部破損 ７４９，９３４戸

※ 未確認情報を含む。
※ 平成２３年４月７日に発生した宮城県沖を震源とする地震等の被害を

含む。

(注) 「震災関連死の死者」とは、「東日本大震災による負傷の悪化又は避
難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支
給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）に基づき災害が原因で死亡し
たものと認められたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないものも
含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）」と定義。
復興庁等調べ（令和３年３月３１日現在）

項目 データ

発生日時 平成２３年３月１１日 １４時４６分

震源および規模
(推定)

三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の
東南東130㎞付近）
深さ２４㎞、モーメントマグニチュード Ｍw９．０

震源域 長さ約450km、幅約200㎞

断層のすべり量 最大20～30m程度

震源直上の海底
の移動量

東南東に約24m移動、約3m隆起

震度７ 宮城県北部

震度６強
宮城県南部・中部、福島県中通り・
浜通り、茨城県北部・南部、栃木県
北部・南部

震度６弱
岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南
部、福島県会津、群馬県南部、埼玉
県南部、千葉県北西部

震度５強

青森県三八上北・下北、岩手県沿岸
北部、秋田県沿岸南部・内陸南部、
山形県村山・置賜、群馬県北部、埼
玉県北部、千葉県北東部・南部、東
京都23区、新島、神奈川県東部・西

部、山梨県中部・西部、山梨県東部・
富士五湖

（気象庁資料・海上保安庁資料による）

※我が国の観測史上最大規模の地震、世界的にも1900年以降4番目の規模の地震

１－１ 東日本大震災の概要
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２－１－１ 被災者の健康・生活支援
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２－１－２ 義援金、災害弔慰金、被災者生活再建支援金の実績

※被災者生活再建支援金：災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給するもの。

東日本大震災財特法の一部改正により、東日本大震災に限った措置として国の補助率を50％から80％に引き上げ。

また、地方負担（20％）のための基金積み増し分について、平成２３年度第２次補正予算で増額される特別交付税により全額手当。

※平成23年3月14日から平成26年3月31日の間に日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会及びＮＨＫ厚生文化事業団の４団体に

寄せられた義援金と平成26年4月1日から令和３年３月31日にかけて日本赤十字社に寄せられた義援金を合計したもの。

（２）災害弔慰金の支給状況（内閣府調べ、令和４年１２月３１日現在）

○ 日本赤十字社等に寄せられた義援金３，８４５億円の約９９％を被災者に配付済（令和４年１２月３１日現在）

○ 災害弔慰金の支給済件数は、２０，５９３件（令和４年１２月３１日現在）

○ 被災者生活再建支援金の支給世帯数は２０６，１０３世帯（令和４年１２月３１日現在）

※災害弔慰金：災害により死亡された方のご遺族に対して支給するもの。

災害障害見舞金：災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給するもの。

（１）義援金の配布状況（内閣府調べ、令和４年１２月３１日現在）

募金総額
配分

都道県への送金額 うち市町村への送金額 うち被災者への配付額 配付件数

3,845億円
3,845億円 3,831億円 3,815億円

3,122,722件
100.0% 99.6% 99.6%

支給済件数 うち被災３県 支給済額 うち被災３県

災害弔慰金 20,593件 20,384件 612億7,625万円 605億8,125万円

災害障害見舞金 107件 103件 1億7,750万円 1億7,125万円

（３）被災者生活再建支援金の支給状況（内閣府調べ、令和４年１２月３１日現在）
世帯数 うち被災３県 支給額 うち被災３県

基礎支援金 ２０６，１０３世帯 １８８，２０４世帯 １，６７０億円 １，５３５億円

加算支援金 １５７，３１０世帯 １４２，４０８世帯 ２，１２７億円 １，９２７億円
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２－２－１ 住宅再建・復興まちづくりの加速化の取組

＜更なる施工確保対策＞
Ｈ27.2.2  災害公営住宅建築工事におけるクレーン経費増対応

（※ 共通仮設費率を1.3倍に引き上げ）

Ｈ30.3.1  公共工事設計労務単価の引き上げ
（※ 被災3県全職種平均 ＋58.3％（対24比））

H25.3.7 「加速化措置第１弾」

①「住まいの復興工程表」の策定

② 実現および加速化のための主な措置（施策パッケージ）

・用地取得、埋文調査、発注者支援、施工確保対策 等

H25.4.9 「加速化措置第２弾」

○ 用地取得手続きの簡素化や施工確保対策

・防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化

・土地収用手続きの効率化 ・財産管理制度の円滑な活用

・造成工事等の早期化 等

①「用地取得加速化プログラム」の策定

・財産管理制度、土地収用制度、用地実務支援の措置の拡充

② 住宅再建の加速化

・ 災害公営住宅分野の施工確保、入札不調対策

③ 加速状況の見える化

・「つちおと情報館」など見える化のワンストップ化 等

H25.10.19 「加速化措置第3弾」

H26.5.27 「加速化措置第５弾」

○「民間住宅の早期自立再建支援パッケージ」の策定

・ 被災者からの住宅再建具体化に向けた相談への対応強化

・ 登記手続、住宅ローン実行の迅速化による早期の住宅着工

・ 再建工事集中時の建設事業者の人材・資材確保支援

○「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」の策定 等

○ 住宅再建・復興まちづくりは被災地復興の最優先課題。政府一丸となって5度にわたる100近い加速化措置を実施。
○ 加速化措置等の実施状況を踏まえ、追加措置を加えた「総合対策」をとりまとめ。

H26.1.21 「住まいのこだわり設計事例集」

H26.2.1 「用地加速化支援隊」の創設

H26.5.30 がんばれ復興！まちづくりのトップランナー
（復興まちづくり先導事例集）

H26.8.25 「工事加速化支援隊」の創設

H25.2.4 農地法の規制緩和

H26.1.9   「加速化措置第４弾」

①「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」の策定

・「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」策定、

商業施設等復興整備事業による支援、専門家派遣

② 住宅再建の加速化

・東北六県における各発注機関の発注見通しを統合し公表 等

H27.1.16 「隘路打開のための総合対策」

○ これまでの加速化措置を充実・補完し総合化

・ 被災3県の災害公営住宅の標準建設費の引き上げ

・ 災害公営住宅の資材調達・人材のマッチングサポート

・ 防災集団移転促進事業の移転元地の活用事例集の作成 等
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２－２－４ 鉄道の復旧状況
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運行中

岩手県、宮城県、福島県における被災総延長 2,350.9km

・運行再開区間 2,350.9km
※JR大船渡線・気仙沼線のBRTによる本格復旧分を含む

※令和２年３月20日現在BRT運行中

※国土地理院白地図を基に復興庁が作成※青字は被災時の路線名。



２－２－５ 復興道路・復興支援道路の開通見通し
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２－４－３ 復興政策１０年間の振り返り

① 復興庁のみならず、各府省の取組を含
め、復旧・復興施策を網羅的に整理

※政府の組織や法制度等の経緯・変遷を整理
※国の施策を中心に、趣旨、変遷、実績等を整理

② 東日本大震災が複合型の災害であったこ
と等に鑑み、復旧・復興で実施された、
過去に例をみない施策の評価や課題のと
りまとめ

③ 南海トラフ地震など将来起こり得る大規
模災害の復興政策において、東日本大震
災からの復興に係る制度・施策等を参照
し、教訓として活用できるよう、とりま
とめ、記録として後世に残す

東日本大震災の教訓を継承するため、復興庁として、第１期復興・創生期間の終了に至るまでの
復興に係る政府の組織や取組の変遷、復興の進捗状況等について資料を収集・整理し、外部専門
家等の意見も聞き、その評価や課題をとりまとめ、これまでの10年間の復興政策を振り返る。

○ 総論（復興庁設置以前/以降に分けて整理）
震災の概要、組織体制、基本方針、法制度、予

算財源、復旧・復興の進捗など

○ 新たな取組
復興交付金、加速化措置、被災者支援総合交付

金、「新しい東北」など

○ 各論（被災者支援 / 住まいとまちの復興 /
産業・生業の再生 / 協働と継承）

地震・津波被災地域を中心に、原子力災害地域
についても共通事項はあわせて整理

○ 原子力災害固有の対応
復興施策（除染、帰還・移住等促進、風評払拭

等）の趣旨・経緯等について整理

○ その他関連資料

〔目的〕 〔とりまとめの構成案〕

上記の目的に鑑み、復興政策の10年間の振
り返りに際して、学識経験者、行政経験者、
自治体関係者等から意見をもらう。

〔外部有識者等の関与〕









































① 令和元年7月29日 福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議 第1回会合開催

② 令和2年6月8日 福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議 最終とりまとめ

③ 令和2年12月18日 国際教育研究拠点の整備について（復興推進会議決定）

④ 令和3年11月26日 国際教育研究拠点の法人形態等について（復興推進会議決定）

⑤ 令和4年3月29日 福島国際研究教育機構 基本構想（復興推進会議決定）

⑥ 令和4年6月17日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律 施行

⑦ 令和4年7月22日 岸田総理より、初代理事長として山崎光悦氏を指名

⑧ 令和4年8月26日 新産業創出等研究開発基本計画を策定（内閣総理大臣決定）

⑨ 令和4年9月16日 福島国際研究教育機構の立地決定（復興推進会議決定）、略称F-REIを公表

⑩ 令和4年10月27日 経団連との懇談会開催（十倉経団連会長ほか）

⑪ 令和4年11月22日 第1回 福島国際研究教育機構設立委員会

⑫ 令和4年12月27日 福島国際研究教育機構に関する関係閣僚会議の開催決定（復興推進会議決定）

⑬ 令和5年1月13日 第1回 F-REI産学官ネットワークセミナー（虎ノ門ヒルズ）

⑭ 令和5年1月27日 新産業創出等研究開発協議会 準備会合

２－６－１ 福島復興に向けた取組⑬
（福島国際研究教育機構（検討経緯））
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昭和４５．３ 富山県立福野高等学校卒業

４９．３ 金沢大学工学部卒業

５１．３ 金沢大学大学院工学研究科修士課程修了

５７．３ 工学博士（大阪大学）

平成 ６．７ 金沢大学工学部教授

２２．４ 国立大学法人金沢大学理工研究域長

４ 国立大学法人金沢大学理工学域長

２６．４ 国立大学法人金沢大学長

２７．３ 一般社団法人リサーチ・アドミニストレーション協議会（旧：リサーチ・

アドミニストレーター協議会） 代表理事・会長（～現在）

令和 ４．４ 国立大学法人金沢大学 特別顧問

略歴

令和４年７月２２日付で、福島復興再生特別措置法に基づき、福島国際研究教育機構の初代理事長となるべき者として、金沢大学
学長等の要職を歴任されてきた山崎光悦氏が内閣総理大臣により指名。

○ 金沢大学学長としての在任中、優位性のある研究分野の伸長と分野融合研究の進展を両輪として研究力強化を進め、「ナノ生命科学研究所」が

地方中規模大学として唯一「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」に採択されたほか、全学的な国際化を推進し、「スーパーグローバル大学

創生支援事業」に採択されるなど、同大学における様々な改革を主導

○ 一般社団法人国立大学協会の副会長在任中、国立大学法人ガバナンス・コードの取りまとめなどを行い、我が国の国立大学改革に貢献

○ 一般社団法人リサーチ・アドミニストレーション協議会の会長（代表理事）として、研究活動の活性化やマネジメントの強化を支援する人材の育成や

認定制度の創設などを主導

主な実績

① 機械工学、特に材料力学・設計工学を専門として、30年以上に亘り研究活動に従事し、研究現場の実情や最新の研究動向などに精通

② 金沢大学学長としての8年間の在任期間を通じて、分野融合研究や徹底した国際化などの大学改革を主導した高度なマネジメント能力を有する

指名理由

２－６－１ 福島復興に向けた取組⑯
（F-REIの理事長予定者の指名）
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〇我が国は、バブル崩壊後、経済再生に取り組んできたが、グローバルな競争環境等が激変する中で、30年以上にわたる長期停滞から脱することができずにい
る。この停滞を今こそ打破し、イノベーションを軸とした思い切った成長政策を通じて経済成長を実現し、大変革を進めていかねばならない。

〇デジタル改革やグリーン成長戦略など、課題解決に向けた政策を推進しているが、我が国が国際競争で再び優位性を発揮するためには、こうした政策を総動員
し、地位の顕著な低下が指摘される科学技術力を、短期間で世界トップレベルに引き上げ、日本再生の原動力としていく必要がある。

我が国の現状

⇒ 有力な研究者や起業家が集結し、イノベーションの創出が自律的に加速する好循環を形成
新しい時代を夢見る研究者、起業家が福島の地に集い、実証・実装の成果を各地に展開することで国全体の成長につなげる

〇原子力災害の被害を最も大きく受けた福島においては、これから復興・再生が本格的に始まる時期となる。

〇福島イノベーション・コースト構想による先行的な取組により、福島ロボットテストフィールドや福島水素エネルギー研究フィールドなど、これからのイノベーションの
起点となる技術の蓄積が始まっている。

〇廃炉や放射性物質による汚染などの課題を解決し、さらに強みとなる領域を開拓し、発信・普及していくことを通して、日本そして世界の課題解決にも貢献できる。

〇機構が中核となって行う取組を、新しい日本を創るリーディングプロジェクトと位置付け、国の総力を挙げて推進していく。

福島からはじめる意義

福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）第90条第１項に基づき、内閣総理大臣が、福島復興再生基本方針に即して
定める新産業創出等研究開発等施策の推進に関する基本的な計画。

【国によるリーダーシップ】
 機構の柔軟かつ大胆な運営を確保するためのトップマネジメントを強化するとともに、省庁の縦割りを排して政府一丸となってこれを支援する体制を整備する。
 イノベーションの創出には、中長期を見据えた研究開発が不可欠であり、安心して研究に専念できるよう、組織的かつ財源的にも長期・安定的な運営体制を構築する。
 復興庁の総合調整機能の下で、復興財源等を活用することにより、可能な限り速やかかつ円滑な機構の立ち上げに取り組む。

【中長期の研究開発を支援する体制整備】
 複数年にわたる研究開発等を円滑に実施するため、予算単年度主義の弊害を排し、様々な手法を用いて、長期・安定的な財政基盤を確保する。
 復興庁の設置期間終了後にあっても、複数省庁を束ね、横串を刺して総合調整の役割を果たす司令塔機能を引き続き政府内に確保する。

【実証や社会実装の推進】
 研究成果の社会実装等を進め、産業構造や社会システムの転換につながるイノベーションを起こし、その循環により国内外の資金や人材を呼び込む。
 福島にしかない多様な実証フィールド等を最大限活用するとともに、他の地域ではできない実証等を可能とする規制改革を推進する。

【研究人材の確保・育成】
 成果や能力に応じた柔軟な給与等の水準、研究補助者の確保を含む充実した研究環境、若手や女性などの研究者が活躍しやすい環境等を実現する。
 多くの人材が技術革新をリードし社会改革を成し遂げることが重要であるため、連携大学院制度の活用や、高等専門学校との連携、小中高校生向けの教育
プログラムの開発を行い、地域の未来を担う若者世代等の人材育成も進めていく。

機構が中核的な役割を担うために行う取組

２－６－１ 福島復興に向けた取組⑰
（新産業創出等研究開発基本計画の概要（考え方））
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【官民の資源集中によるイノベーションの創出】
 公的資金を呼び水とした民間資金の動員などの取組を推進する
 機構に係る研究のスピンオフにより創業した事業者への出資をはじめ、地域の創業支援事業と連携して科学技術を核とした創業を支えるエコシステム環境を整
備する

 機構の事業は、復興に取り組む地域全体に資する広域的な取組であることが重要である

【機構の機能発揮のための基盤構築】
 国内外の大学や研究機関等を集積させるため、福島県等が主体的に取り組むまちづくりと緊密に連携し、機構の施設整備を推進する
 研究開発の中で障害となる規制に対し、機構において研究者や企業等からの要望を集約し国等に提案するなど、実地に即した規制緩和を推進する
 DX等に対応した研究環境を整備するとともに、研究開発機器等の外部利用を積極的に推進することで好循環を創出する
 国際的な機関とも連携しながら国内外の知見も集積し、世界で活躍する優秀な研究者が柔軟に参画できる研究環境を整備する 等

施策の推進のための方針

（３）人材育成機能

○ 我が国が強みをもつ研究分野をリードする大学との連携大学院制度を活
用する。また、国際原子力機関（IAEA）等と連携し、廃炉の現場にも
貢献し得る国際研究者を育成する。

○ 地元の産業界・地方公共団体・大学・高等専門学校等と連携する。小中高
校生等が先端的な研究や科学技術に触れる多様な機会を設ける。

○ クロスアポイントメント制度等を活用し、AIやデータサイエンス等にも精
通した次世代人材を育成する。

（４）司令塔機能

○ 協議会を組織し、福島県内の既存施設等の取組に横串を刺す司令塔
としての機能を最大限に発揮する。

○ ロボット分野に包含される航空宇宙や、エネルギー、放射線科学・創薬
医療等の技術分野は、我が国の今後の優位性に寄与し得る。経済安全
保障の観点からも、研究資源の配分、セキュリティの実施等について戦略
的に判断する。

○ 研究の加速や総合調整を図る観点から、基本構想の内容に沿って既存
施設の施設統合及び予算集約を行う。

（２）産業化機能

○ 機構発ベンチャーへの出資、企業との共同研究を可能とする産学連携
体制を構築する。

○ 最先端の設備や実証フィールド等の活用、大胆な規制緩和等により、
国内外の関係者の参画を推進する。

○ 戦略的な知的財産マネジメント等により、研究者のインセンティブを確保
する。

（１）研究開発機能

○ ①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、
放射線の産業利用、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信
の５分野の研究開発を実施する（詳細は次頁）。

機構の各機能について

２－６－１ 福島復興に向けた取組⑱
（新産業創出等研究開発基本計画（機構が担う中核的な役割））
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２－６－１ 福島復興に向けた取組⑳
（令和４年９月16日復興推進会議における決定事項等について）
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名称 福島国際研究教育機構に関する関係閣僚会議

設置根拠 復興推進会議決定

設置目的

福島国際研究教育機構（F-REI）が、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や
希望となるとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民
生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」となるよう、福島国際研
究教育機構の長期・安定的な運営に必要な施策の調整を進める。

設置年月日 令和4年12月27日

構成員

○議長
内閣官房長官
○副議長
復興大臣
○構成員
内閣府特命担当大臣（科学技術政策）、健康・医療戦略に関する事務を担当する国務大
臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣

（※議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。）

２－６－１ 福島復興に向けた取組㉒
（福島国際研究教育機構に関する関係閣僚会議の開催について）
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令和５年４月の福島国際研究教育機構（F-REI）の設立に先立ち、産学官の連携体制構築の機会とするため、「第１回 F-REI 産学官ネットワーク・セミ
ナー」を開催した。F-REI理事長予定者の山崎光悦氏による基調講演とともに、F-REIで取り組む予定の主な研究分野から一流の識者を招き、各分野の将来
展望等について、分野横断的に御議論いただいた。

○渡辺復興大臣 開会挨拶
・F-REIが核となって行う取組みを新しい日本を
創るリーディングプロジェクトと位置づけ、国の
総力を挙げて推進してまいる所存。
・F-REIは、産業構造や社会システムの転換に
つながるイノベーションを実現していくことが
期待されており、そのためには、産学官の連携
体制の構築が大変重要。

○ 山崎参与 基調講演
・F-REIで取り組む５つの研究分野の相互連携を
強くしながら、福島を変えていきたい。
・国内外の研究機関とも連携し、世界水準の
研 究者を招く予定。最短期間で成果を出したい。

○日時：令和５年１月13日（金） 14:00～16:30

○会場：虎ノ門ヒルズ森タワー４階ホールＢ

○次第 １．開会挨拶 渡辺博道 復興大臣

２．来賓挨拶

①内堀 雅雄 福島県知事

②ピーター・タクソ・イェンセン デンマーク王国大使

③クレーメンス・フォン・ゲッツェ ドイツ連邦共和国大使（ビデオ）

３．関係省庁・団体紹介

①文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省

②斎藤保 福島イノベーションコースト構想推進機構理事長

４．基調講演 山崎光悦 復興庁参与（F-REI 理事長予定者）

「F-REI を核としたイノベーションの創出」

５．ネットワーキング・セッション

６．閉会挨拶 竹谷とし子 復興副大臣

＜参加者＞ 民間企業、団体、大学、地元自治体等より、112社等278名

（うち、約80社等156名はオンライン参加）

○ネットワーキング・セッション
・複数の業種を分野横断的につないで、新しい
産業や事業を興していくという視点が大事。
・F-REIで様々な業種がつながれば、世界に
新しい価値を示すことができる。

②農林水産業分野 飯田 聡 氏
（（株）クボタ 特別技術顧問）

③エネルギー分野 佐藤 純一 氏
（東芝エネルギーシステムズ（株）

水素エネルギー技師長）

④放射線科学・医療等分野
山下 俊一 氏

（福島県立医科大学副学長）

⑤原子力災害に関する知見等の集積
・発信分野 高村 昇 氏

（東日本大震災・原子力災害伝承館 館長）

⑥まちづくり 奥村 洋治 氏
（（株）フジタ代表取締役社長/
経済同友会防災・震災復興委員会 副委員長）

⑦国際貢献 サンドラ・ウー 氏
（国際航業（株）代表取締役会長/
国連グローバルコンパクト ボードメンバー）

＜モデレーター＞ 入山 章栄 氏
（早稲田大学ビジネススクール教授）

渡辺大臣 開会挨拶

内堀知事 来賓挨拶

ネットワーキング・セッション

デンマーク大使 来賓挨拶

大臣・参与・知事・大使等
による集合写真

①ロボット分野 村上 弘記 氏
（（株）IHI技術開発本部技監/
（一社）日本ロボット学会長）

竹谷副大臣 閉会挨拶

山崎参与 基調講演 会場の様子

２－６－１ 福島復興に向けた取組㉓
（第１回 F-REI 産学官ネットワーク・セミナー）
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２－６－１ 福島復興に向けた取組㉕
（ ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ（概要））

① 安全性のみならず、消費者等の「安心」につなげることを意識しつつ、届けて理解してもらう情報発信を関係府省庁が連携して展開する。
② 実行会議ワーキンググループ等における関係者からの要望も含め、地元の声をしっかり聴いて対応する。
③ 輸入規制の撤廃も念頭に、海外の国・地域ごとにきめ細かく戦略的に対応する。
④ 継続的に状況等を把握し、それに応じた必要な情報を効果的に発信する。

考え方

１ 関係省庁が連携し、政府一丸となり総力を挙げて正確な情報を発信

（１）正確で分かりやすい情報発信の積極的展開
・ 詳細な情報も見てもらいやすくする工夫を施した科学的根拠に基づく正確で分

かりやすい動画を発信
・ 海域モニタリング結果を発信 等

（２）消費者等に届く情報発信と消費者等が得たい正確な情報にたどり着きや
すくするための環境整備

・ ウェブ上でのプッシュ型広告を可能な限り活用
・ インフルエンサーによる東京電力福島第一原発等視察を強化
・ ポータルサイト「Fukushima Updates」において、国内外の消費者等が関心

度合に合わせて情報を入手できる環境を整備 等

（３）消費者等の安心につながる取組の展開
・ シンポジウム、商談会等を活用して消費者・流通業者等への説明を強化
・ 生産者の取組、検査体制・結果等の発信や、商品の安全性を消費者が簡単に確

認できる工夫の検討等、消費者の目線に立って情報発信
・ 放射線専門家や料理人等を起用
・ 魚類飼育等を通じたALPS処理水の安全性の見える化を検討
・ 旅行会社に対して業界団体の広報誌やメールマガジンを活用し情報発信 等

（４）教育現場における理解醸成に向けた取組の強化
・ 放射線副読本を活用した出前授業や教職員研修を実施 等

（５）政府一体となった施策実施体制の構築
・ 関係府省庁の担当者をメンバーとして、一体的に施策実行を担う府省庁横断的

な体制を構築

２ 地元の福島県や近隣県の思いを受け止めながら、密に連携して発信

（１）福島県及び県内市町村が自らの創意工夫によって行う風評払拭の取組へ
の支援

・ 自治体が交付金を活用し、水産物の魅力等を県内外のメディアを通じて発信。
国も連携した取組を検討・実施 等

（２）実行会議ワーキンググループ等で出された地元自治体・業界の意見・要
望に寄り添った施策の実施

（３）アフターコロナの状況に応じた現地での対話や情報発信の取組の強化

３ 海外に向けて関係省庁が連携し、戦略的に発信

（１）各国・地域及び市場の状況に応じたきめ細かな対応
・ 国・地域に相応しい媒体や発信者を選択
・ 「Fukushima Updates」にALPS処理水に関するFAQを追加
・ 日本政府観光局（JNTO）グローバルサイトにALPS処理水の

ポータルサイトへのリンクを掲載 等

（２）海外のインフルエンサーや報道関係者等の現地招へい
・ 海外のインフルエンサーを現地に招へい
・ 輸入規制国の報道関係者の現地視察 等

（３）国際機関との緊密な協力
・ 中立的で専門的知見を有する国際機関（IAEA、OECD/NEA）と

緊密に協力した情報発信

（４）輸入規制の緩和・撤廃も念頭においた外交ルートでの説明
・ 優先すべき国・地域を勘案しつつ、各国・地域の政府関係者や報

道機関等への丁寧な説明や働きかけを強化 等

（５）国際会議・イベント等あらゆる機会の活用
・ IAEA総会において、廃炉進捗をテーマとしたサイドイベントの

開催 等

４ 国内外の状況を把握し、臨機応変に発信

（１）ALPS処理水への理解に必要な情報の認識状況等の把握
・ ALPS処理水の安全性等の認識状況等について、国内の消費者や

海外の消費者を対象としたインターネット調査により継続的に把
握

（２）風評影響の把握

・ 福島県や隣県等の産業について風評影響等を調査
・ 福島県産農産物等の生産から流通・販売に至る実態を調査・分析

（３）風評構造の分析
・ 的確な風評対策とすべく、風評の構造（メカニズム）等を分析す

るとともに、これまで実施した取組の効果測定や評価分析を実施

施策（概要）
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２－６－２ 個別課題への対応（賠償①）
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賠償総額：約１０兆４，９２９億円(２０２２年１１月４日時点)
仮払い： 約１，５４０億円

本賠償： 約１０兆３，３８８億円





２－７ 「復興五輪」に向けた取組
東京オリンピック・パラリンピック競技大会における復興庁の関係機関と連携した取組
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・野球・ソフトボールは福島県（福島県営あづま球場）で開催

・サッカーは宮城県（宮城スタジアム）、茨城県（茨城カシマスタジアム）で開催

① 被災地での競技開催

② 聖火リレー

③ 被災地産品の活用

・国立競技場のエントランスゲートの軒に被災３県の木材を使用
・選手村で被災地産食材を活用した料理を提供、被災地の花を中心にビクトリーブーケを作成

④ ホストタウンによる機運醸成

・「復興ありがとうホストタウン」(被災３県において33市町村が登録)等、被災地でのホストタウンの登録推進

⑤ 復興の情報発信

・選手村の食堂において福島県産をはじめ被災地の食材が活用されている旨のＰＲポスターを掲示
・被災地の子ども達の復興と地域の魅力への理解増進を図るため、子ども復興五輪を被災地で開催
・交通広告(ＪＲ山手線の車内・車体広告等)を通じて被災地の魅力や復興五輪に関する情報を発信
・メインプレスセンター内の復興ブースにおいて、被災地の復興の状況や魅力等を伝えるスライド・動画を
放映

・同ブースにて海外メディアに対して、語り部、生産者、政府によるブリーフィングを実施したほか被災地の
食材や観光地の魅力等を伝え、情報発信をしてもらえるよう、ポストカード、ＰＲカードやチラシを配架
（ＱＲコードを付記し、食材やその安全性等の詳細情報も提供）

・パラリンピック関係者に福島県産の新鮮でおいしい安全な農産品を味わっていただき、風評払拭につながる
よう、ＪＡグループ福島から橋本組織委員会会長に対して、福島県産の桃及び梨を贈呈

福島県営あづま球場（福島県）

2021年の東京大会が、「復興五輪」として被災地の復興の後押しとなるよう、
支援への感謝を伝えつつ、復興する被災地の姿や魅力を世界に発信。

・福島県「Jヴィレッジ」を出発して被災地を駆け抜ける聖火リレーを実施
・聖火台及び聖火リレートーチ（福島県、愛知県、東京都の一部）に「福島水素エネルギー研究フィールド」
で製造された水素を活用

（提供：東京2020組織委員会）

福島県産の桃のＰＲカード

被災地の花を使用したビクトリーブーケ
（左：オリンピック、右：パラリンピック）

（提供：東京2020組織委員会）

橋本会長への福島県産の桃及び梨の贈呈

Ｊヴィレッジを出発する聖火リレー

選手村食堂でのポスターを掲示

メインプレスセンター内の復興ブース
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（参考）第２期復興・創生期間（令和３年度～７年度）の事業規模（見込み）１．６兆程度の内訳

① 被災者支援 ０．１兆円程度

② 住宅再建・復興まちづくり ０．２兆円程度

③ 産業・生業の再生 ０．２兆円程度

④ 原子力災害からの復興・再生 ０．５兆円程度

⑤ その他（震災特交など） ０．６兆円程度

合 計 １．６兆円程度

※ 県別では、福島県１．１兆円程度、岩手県０．１兆円程度、宮城県０．１兆円程度等と見込まれる。
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３－１ 復興関係予算②（令和５年度復興庁一括計上予算概算決定のポイント）
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３－１ 復興関係予算③（令和４年度復興庁一括計上予算のポイント）



区分
令和３年度 令和４年度 令和５年度

当初予算額（億円） 当初予算額（億円） 当初予算案（億円）

被災者支援 362 278 249
生活支援 67 33 28

教育・医療・福祉 287 241 216

救助活動 3 2 3

その他 6 2 2

住宅再建・復興まちづくり 540 508 476
災害廃棄物等処理 - 14 -

公共事業（災害復旧） 129 55 61

施設等の災害復旧等 32 30 14

復興に向けた公共事業等 380 409 401

産業・生業（なりわい）の再生 459 347 339
産業振興 459 347 339

災害関連融資 28 20 16

中小企業への支援・立地補助事業等 305 180 181

農林水産業の復興支援 80 109 110

観光復興 3 8 8

被災事業者支援 44 30 24

雇用の確保 0 0 0

原子力災害からの復興・再生 4,673 4,447 4,170
風評被害対策・食の安全確保等 96 98 100

除染等 3,014 3,006 2,805

研究開発拠点整備等 40 26 23

ふるさとの復活 1,448 1,248 1,177

その他 75 69 65

創造的復興 132 163 236
イノベーション・コースト構想関連 75 70 61

福島国際研究教育機構関連事業 2 38 145

福島県高付加価値産地展開支援事業 52 52 27

「新しい東北」の創造 3 3 3

震災復興特別交付税 1,325 919 622
その他 1,826 1,751 1,208
合計 9,318 8,413 7,301

３－１ 復興関係予算④（東日本大震災復興特別会計予算の推移）

※ 計数については、単位未満四捨五入のため、合計とは一致しないものがある。

※ 令和３年度から新たに「創造的復興」を柱立てしたこと等に伴い、令和３年度当初予算案では各柱に含まれる事業を再整理している。 71



３－１ 復興関係予算⑤（令和３年度東日本大震災復興特別会計予算の執行状況）

※１ 計数については、単位未満を切り捨てているため、合計とは一致しない。
※２ 計数については、令和元年度、２年度復興特会予算繰越分及び３年度復興特会予算分の合計である。
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(単位：億円）

(A) (B) （C） (D)= (A)- (B)-（C） (B)/(A) ( (B)+(C))/(A) (D)/(A)

被災者支援（健康・生活支援） 456 274 45 137 60.0% 70.0% 30.0%
生活支援 162 41 45 75 25.3% 53.3% 46.7%
教育・医療・福祉 286 228 - 57 79.9% 79.9% 20.1%
救助活動 2 0 - 1 45.6% 45.6% 54.4%
その他 5 3 - 2 59.6% 59.6% 40.4%

住宅再建・復興まちづくり 4,031 2,878 889 263 71.4% 93.5% 6.5%
災害廃棄物処理 6 5 - 1 83.5% 83.5% 16.5%
公共事業（災害復旧） 1,309 796 308 205 60.8% 84.3% 15.7%
施設等の災害復旧等 66 45 10 10 68.2% 83.9% 16.1%
復興に向けた公共事業等 2,648 2,031 571 46 76.7% 98.3% 1.7%

産業・生業（なりわい）の再生 626 452 71 102 72.2% 83.6% 16.4%
産業振興 626 452 71 102 72.2% 83.6% 16.4%

災害関連融資 20 16 - 4 80.4% 80.4% 19.6%
中小企業への支援等 447 289 69 88 64.8% 80.3% 19.7%
農林水産業の復興支援 93 86 2 4 93.3% 95.6% 4.4%
観光復興 21 16 - 4 79.6% 79.6% 20.4%
原子力災害による被災事業者の
自立支援事業

43 41 - 2 94.9% 94.9% 5.1%

原子力災害からの復興・再生 4,619 3,579 603 437 77.5% 90.5% 9.5%
風評被害対策・食の安全確保等 86 74 0 11 85.9% 86.2% 13.8%
汚染廃棄物の適正な処理等 2,790 2,230 289 270 79.9% 90.3% 9.7%
研究開発拠点整備等 39 39 - - 100.0% 100.0% 0.0%
ふるさとの復活 1,620 1,165 309 145 71.9% 91.0% 9.0%
その他 81 68 4 8 83.9% 89.5% 10.5%

創造的復興 131 64 37 29 49.1% 77.4% 22.6%
震災復興特別交付税 1,325 1,325 - - 100.0% 100.0% 0.0%
その他 3,069 2,549 - 520 83.1% 83.1% 16.9%
合計 14,261 11,123 1,647 1,490 78.0% 89.5% 10.5%

区 分
歳出

予算現額
支出済
歳出額

翌年度
繰越額

不用額 執行率 執行見込率 不用率





農業者が農用地利用集積等促進計画（農地中間管理事業の推進に関する法律）に基づき農用地区域内にある農用地
等を取得した場合、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を20/1000から10/1000に軽減する措置の適用期限を令
和８年３月31日まで３年延長。

※福島復興再生特別措置法に基づく取得も含む。

３－２ 復興関連税制①（令和５年度税制改正のポイント）

１．福島関係

（１）福島国際研究教育機構に係る税制上の所要の措置の創設
＜復興庁・文部科学省・農林水産省・経済産業省・厚生労働省・環境省 共同要望＞

【国税】所得税、法人税、消費税、印紙税、登録免許税、相続税
【地方税】個人住民税、法人住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業所税

令和５年４月の福島国際研究教育機構の設立に伴い、当該機構の円滑な設立及び運営が可能となるよう、税制上の
所要の措置を創設。

（２）福島国際研究教育機構等との試験研究に係る税制上の所要の措置の創設
＜経済産業省・復興庁・文部科学省・農林水産省・厚生労働省・環境省 共同要望＞ 【国税】所得税、法人税 【地方税】法人住民税

企業等が福島国際研究教育機構等と共同して試験研究を行った場合又はこれらの者に委託して試験研究を行った場
合に、法人税額等について、所要の措置を創設。

（３）帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税
の特例の延長

＜復興庁 要望＞ 【国税】所得税、法人税 【地方税】個人住民税、法人住民税

避難解除区域等（注）内において、土地集約化事業のために帰還・移住等環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合
に、土地等を譲渡した者の所得税等を軽減する措置の適用期限を令和７年12月31日まで３年延長。

（注）避難解除区域等：避難解除区域、避難指示解除準備区域、認定特定復興再生拠点区域

（４）農用地利用集積等促進計画により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率
の軽減措置の延長

＜農林水産省・復興庁 共同要望＞ 【国税】登録免許税
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３－２ 復興関連税制②（令和５年度税制改正のポイント）

（５）農用地利用集積等促進計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税
標準の特例措置の延長

＜農林水産省・復興庁 共同要望＞ 【地方税】不動産取得税

農業者が農用地利用集積等促進計画（農地中間管理事業の推進に関する法律）に基づき農用地区域内にある土地を
取得した場合、不動産取得税の課税標準（取得した土地の価格）の３分の１相当額を控除する特例措置の適用期限を
令和７年３月31日まで２年延長。

※福島復興再生特別措置法に基づく取得も含む。

２．被災代替資産関係

被災代替資産等に係る特別償却の特例措置の延長
＜復興庁・農林水産省・経済産業省 共同要望＞ 【国税】所得税、法人税

東日本大震災により滅失又は損壊した船舶（漁船）に代わるものとして取得等をして事業の用に供した場合における特
別償却（船舶（漁船）24%（中小企業者等の場合））の適用期限を令和８年３月31日まで３年延長。

※これまで対象資産であった建物、構築物、機械・装置については、令和４年度末までに事業の用に供することができない場合であっても、事業者の責に
帰さない事由によって事業の用に供することが遅れた場合には、従前の特例措置が適用できるよう令和６年度末までの経過措置を設ける。

【従前の特例措置（令和３年度税制改正）】
ア．東日本大震災により滅失又は損壊した建物、構築物、機械・装置に代わるものとして取得等をして事業の用に供した資産、イ．被災区域である土地及び
その土地に付随して一体的に使用される土地の区域内で取得等をして事業の用に供した建物、構築物、機械・装置における特別償却（建物・構築物12%、
機械・装置24%（中小企業者等の場合））
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３－４ 復興特区制度②（復興推進計画の認定状況）

○ 規制・手続き等の特例に係る計画は42計画、税制上の特例に係る計画は37計画、金融上の特例に
係る計画は229計画認定。

○ 県別では、岩手県で36計画、宮城県で93計画、福島県で134計画等となっている。

青森 岩手 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 合計

規制・手続
等の特例

1 8 18 6 6 1 2 42

税制上の
特例

1 8 21 6 1 0 0 37

金融上の
特例

11 20 54 122 22 0 0 229

県合計
13
(12)

36
(35)

93
(91)

134
29
(28)

1 2
308
(303)

注１） １つの復興推進計画に複数の特例（規制・手続等／税制／金融）が盛り込まれている場合は、それぞれ計上している。
注２） 県合計の下段の括弧内の数値は、特例の合計ではなく、当該県内で認定された復興推進計画の合計を記載している。
注３） 変更認定された復興推進計画は件数に含まない。

（令和４年12月31日現在）
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３－４ 復興特区制度④（税制上の特例による指定・投資・雇用実績）

（注）福島県の「沿岸・原災」は、沿岸3市町（いわき市、相馬市、新地町）及び避難指示の対象となった12市町村の計15市町村の区域。
四捨五入のため、合計が符合しない場合がある。事業者からの報告により、今後も数値が変更となる場合がある。

①各県別、年度別の指定件数（法第37条～第42条）（単位：件） （令和４年９月末現在）

②各県別、年度別の投資金額（法第37条、第39条、第40条、第41条）（単位：億円）（令和４年９月末現在）

○県・市町村が作成する復興推進計画において、特例の対象区域や集積を目指す業種を記載。
○内閣総理大臣による復興推進計画の認定後、県・市町村が税制特例の対象となる具体の事業者を指定。
○指定事業者等に対し、投資に係る特別償却等や被災雇用者等を雇用した場合に税額控除の特例を適用。
○指定事業者が約6,700者、投資額は４兆円超、雇用者数は年間最大11万人となり、認定の効果が投資額・雇用者数の増加とし

て現れている。

※復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第46号）等の改正前の規定に基づく指定件数を含む。

※復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第46号）等の改正前の規定に基づく指定件数を含む。

青森県
岩手県 宮城県 福島県 茨城県 ５県計

県計 沿岸 内陸 県計 沿岸 内陸 県計 沿岸・原災 内陸 県計 沿岸 内陸 県計 沿岸 内陸

H23・H24年度 150 211 164 47 444 297 147 442 174 268 414 397 17 1,661 1,182 479 

H25年度 33 154 132 22 317 272 45 398 187 211 134 131 3 1,036 755 281 

H26年度 33 135 110 25 242 202 40 369 169 200 100 98 2 879 612 267 

H27年度 22 135 108 27 152 125 27 343 160 183 50 47 3 702 462 240 

H28年度 23 90 78 12 139 119 20 183 78 105 46 45 1 481 343 138 

H29年度 15 76 67 9 110 89 21 116 49 67 39 35 4 356 255 101 

H30年度 19 59 49 10 123 106 17 180 80 100 29 27 2 410 281 129 

R1年度 18 34 28 6 69 57 12 181 108 73 24 17 7 326 228 98 

R2年度 32 45 38 7 146 114 32 531 328 203 27 22 5 781 534 247 

R3年度 0 20 20 0 27 27 0 23 22 1 0 0 0 70 69 1 

総計 345 959 794 165 1,769 1,408 361 2,766 1,355 1,411 863 819 44 6,702 4,721 1,981 

青森県
岩手県 宮城県 福島県 茨城県 ５県計

県計 沿岸 内陸 県計 沿岸 内陸 県計 沿岸・原災 内陸 県計 沿岸 内陸 県計 沿岸 内陸

H23・H24年度 146 408 345 62 1,436 878 559 816 367 450 1,345 1,319 26 4,151 3,055 1,097 

H25年度 216 591 443 147 1,082 814 267 973 378 595 1,782 1,770 12 4,644 3,621 1,021 

H26年度 555 538 393 145 963 592 371 1,591 860 731 1,241 1,223 18 4,888 3,623 1,265 

H27年度 229 448 286 162 1,666 818 847 1,274 683 591 1,933 1,921 12 5,550 3,937 1,612 

H28年度 190 452 317 135 1,210 716 495 1,080 521 559 1,869 1,863 6 4,801 3,607 1,195 

H29年度 277 497 326 171 885 406 479 1,692 1,015 677 1,465 1,392 73 4,816 3,416 1,400 

H30年度 190 365 193 173 1,249 386 863 2,364 1,311 1,053 1,407 1,363 44 5,575 3,443 2,133 

R1年度 213 2,148 370 1,778 1,106 501 605 1,644 549 1,095 1,232 1,208 24 6,343 2,841 3,502 

R2年度 158 1,020 195 825 1,359 521 838 1,632 958 674 2,770 2,677 93 6,939 4,509 2,430 

R3年度 3 70 69 1 312 130 181 172 107 65 120 120 0 677 429 247 

総計 2,177 6,537 2,937 3,599 11,268 5,762 5,505 13,238 6,749 6,490 15,164 14,856 308 48,384 32,481 15,902 
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３－４ 復興特区制度⑦（復興整備計画の活用状況）

（令和４年１２月３１日現在）

地域 対象市町村 事業施行地区＊１ 復興整備事業の内容 許認可等の特例

岩手

○計１２市町村
（宮古市、大船渡市、久慈市、

陸前高田市、釜石市、山田町、
大槌町、岩泉町、田野畑村、
普代村、野田村、洋野町）

計２７２地区

・市街地開発事業
（宮古市等の計２１地区）

・集団移転促進事業
（宮古市等の計４５地区）

・都市施設の整備に関する事業
（宮古市等の計９５地区）

・小規模団地住宅施設整備事業
（大槌町の計７地区）

・土地改良事業
（釜石市等の計３地区）

・その他施設（災害公営住宅等）の整備に関する事業
（宮古市等の計１０１地区）

・農地法の転用許可みなし＊２

（宮古市等の計１０５地区）
・都市計画法の事業認可みなし

(大船渡市等の計６地区)

宮城

○計１４市町
（仙台市、石巻市、塩竈市、

気仙沼市、名取市、多賀城市、
岩沼市、東松島市、亘理町、
山元町、七ヶ浜町、利府町、
女川町、南三陸町）

計４７９地区

・市街地開発事業
（石巻市等の計３２地区）

・集団移転促進事業
（仙台市等の計１９１地区）

・都市施設の整備に関する事業
（石巻市等の計６７地区）

・土地改良事業(南三陸町等の計２地区)
・津波防護施設の整備に関する事業（山元町の１地区）
・その他施設（災害公営住宅等）の整備に関する事業

（仙台市等の計１８６地区）

・農地法の転用許可みなし＊２

（仙台市等の計４５９地区）
・都市計画法の開発許可みなし

（石巻市等の計１８５地区）
・都市計画法の建築許可みなし

（仙台市の３地区）
・自然公園法の建築許可等みなし

（石巻市等の計３８地区）

福島

○計１３市町村
（いわき市、相馬市、南相馬市、

川俣町、広野町、楢葉町、
富岡町、川内村、大熊町、
双葉町、浪江町、新地町、
飯舘村)

計２８４地区

・市街地開発事業
（いわき市等の計７地区）

・集団移転促進事業
（いわき市等の計４２地区）

・都市施設の整備に関する事業
（いわき市等の計８３地区）

・小規模団地住宅施設整備事業 （いわき市の計３地区）
・土地改良事業

（相馬市等の計１３地区）
・造成宅地滑動崩落対策事業 （楢葉町の１地区）
・その他施設（災害公営住宅等）の整備に関する事業

（いわき市等の計１３５地区）

・農地法の転用許可みなし＊２

（いわき市等の計１２７地区）
・都市計画法の開発許可みなし

（いわき市等の計２５地区）

*１ 個別の事業による地区数。
*２ 東日本大震災復興特別区域法第49条第１項による同意数を含む。
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３－７ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」①

１ 取崩し型復興基金の創設 （平成23年度）

東日本大震災からの復興に向けて、被災団体が地域の実情に応じて、住民生活の安定やコミュニティ
の再生、地域経済の振興・雇用維持等について、単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつきめ細かに対
処できる資金として、復興基金を創設。

２ 復興基金への特別交付税措置（基金の規模）

現在の低金利の状況では従来の運用型基金は有効ではないことから、取崩し型基金により対処するこ
ととして、特定被災地方公共団体である９県が基金を設置することとなる場合について、阪神・淡路大
震災における措置等を踏まえ、２次補正により増額された既存の特別交付税により措置。

青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県 新潟県 長野県 合 計

８０ ４２０ ６６０ ５７０ １４０ ４０ ３０ １０ １０ １，９６０

（単位：億円）

３ 基金の使途・運用

基金を具体的にどのように使うのか、直営方式・財団方式等どのような運用をするかについては、各
県の判断に委ねられる。各県においては、きめ細かな事業を実施するという基金の趣旨から、市町村事
業に十分に配慮した運用を実施。

４ 交付時期

基金の設置について、１２月分の特別交付税により措置(平成２３年１２月１４日交付)。

※ 被災者生活再建支援制度等の阪神・淡路大震災後の制度改正や平成23年度補正予算等で国庫補助対象となったものを除き、措置対象
を同レベルとした場合の阪神・淡路大震災復興基金の措置額 ９６０億円程度
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３－７ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」②

○東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」の活用状況について

県 名
基金規模※１

①

交 付 金 活 用 額
執行率
⑤÷➀

（参考）
交付金事業名うち市町村

交付金 ②

平成23年度～
令和３年度
(実績額) ③

令和４年度
(当初予算) ④

交付金活用累計額
⑤(③＋④)

青 森 県※２ 4,045 (4,000) 3,992 17 4,009 99.1% 青森県東日本大震災復興推進交付金

岩 手 県※２ 22,171 (21,000) 19,436 1,068 20,504 92.5% 東日本大震災津波復興基金市町村交付金

宮 城 県※２ 33,096 (33,000) 30,885 554 31,439 95.0% 東日本大震災復興基金交付金

福 島 県※２ 29,155 (28,500) 27,679 274 27,953 95.9% 福島県市町村復興支援交付金

茨 城 県※２ 7,002 (7,000) 7,002 0 7,002 100.0% 市町村復興まちづくり支援事業費交付金

栃 木 県※２ 2,008 (2,000) 2,008 0 2,008 100.0% 東日本大震災復興推進事業交付金

千 葉 県※２ 3,002 (3,001) 2,990 7 2,997 99.8% 「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金

新 潟 県※２ 500 (500) 500 0 500 100.0% 東日本大震災復興事業交付金

長 野 県※２ 1,010 (1,010) 1,010 0 1,010 100.0% 長野県栄村復興交付金

合 計※３ 101,991 (100,011) 95,503 1,921 97,424 95.5%

（市町村分） （単位：百万円）

（単位：百万円）

県 名
基金規模

①

特別交付税
措置額

②

復 興 基 金 活 用 額
執行率
⑤÷➀

（参考）
基金名

平成23年度～
令和３年度
(実績額) ③

令和４年度
(当初予算) ④

活用累計額
⑤(③＋④)

うち市町村
交付金

青 森 県 8,000 8,000 7,684 60 7,745 (4,000) 96.8% 青森県東日本大震災復興推進基金

岩 手 県 42,000 42,000 41,157 550 41,707 (21,000) 99.3% 東日本大震災津波復興基金

宮 城 県※１ 98,183 66,000 85,654 975 86,629 (33,000) 88.2% 東日本大震災復興基金

福 島 県 57,000 57,000 55,571 249 55,820 (28,500) 97.9% 福島県原子力災害等復興基金

茨 城 県※１ 16,914 14,000 16,914 0 16,914 (7,000) 100.0% 茨城県東日本大震災復興基金

栃 木 県※１ 4,018 4,000 4,018 0 4,018 (2,000) 100.0% 栃木県東日本大震災復興推進基金

千 葉 県※１ 3,001 3,000 3,001 0 3,001 (3,001) 100.0% 千葉県東日本大震災市町村復興基金

新 潟 県 1,000 1,000 1,000 0 1,000 (500) 100.0% 新潟県中越大震災復興基金

長 野 県※１ 1,010 1,000 1,010 0 1,010 （1,010) 100.0% 長野県栄村復興基金

合 計※２ 231,127 196,000 216,010 1,834 217,844 (100,011) 94.2%

※１ 「基金規模」及び「復興基金活用額」には寄附金等を含む。
※２ 表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。

※１ 市町村は、県の復興基金からの交付金を受けて、基金を設けるなどしたうえで復興事業を執行。
※２ 「基金規模」及び「交付金活用額」には寄附金等を含む。
※３ 表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。

（県分）
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３－７ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」③

○「取崩し型復興基金」を活用した主な事業

○私立学校・私立博物館等の災害復旧に対する支援
○部活動に必要な備品の購入や施設の修繕等に対する支援
○被災地における芸術・文化活動に対する支援 など

○県の復興融資を利用した中小企業に対する利子補給
○経営再建のための融資を活用した被災農林漁業者に対する利子補給
○二重住宅ローンを抱える被災者に対する利子補給 など

○被災商店街の復興支援や地域産業再生のための販路開拓支援
○被災中小企業の早期復興のための経営相談等による支援
○小規模農地や補助対象外の農林水産業施設の復旧に対する支援
○早期の経営再開のために必要なウニ、アワビ等の種苗や代替家

畜等の導入支援
○被災農業者向けの農林業復興等に関する研修等への支援
○被災者の就業支援や事業主の雇用維持に対する支援
○被災地の観光振興に対する支援 など

○災害救助法等の対象とされない被災住宅の補修等への支援
○融資が困難な被災者の宅地復旧工事等への支援 など

○被災者自らが主体となって実施する復興関連の地域づくり事業
への支援

○震災周年追悼・記念行事開催への支援
○震災の記録・教訓の伝承や展示 など

【教育文化対策】（５０億円）

【産業復興・地域振興対策】（５００億円）

【住宅対策】（２００億円）

【その他】（２７０億円）

○地域の実情に応じた復興事業を実施するための市町村交付金

【市町村向け交付金】（１，０００億円）

※ 総務省まとめ

○被災者の心の健康の保持増進を図るための相談支援
○仮設住宅における防犯ボランティアへの支援
○仮設住宅の共同利用施設の維持管理費への補助
○被災地域の集会所等のコミュニティ施設の再建支援 など

【生活支援】（１１０億円）

【融資への利子補給】（５０億円）

○被災した市民等に必要な生活支援等の情報を発信する災害
情報誌の発行、避難住民に対する広報誌の郵送

○仮設住宅や避難者居住地区周辺の安全確保のための防犯灯
の設置

○避難者受入自治体における交流会の開催
○仮設住宅での見守り活動等を実施する災害ボランティアセ

ンターの運営費補助
○被災地域で新規に開業する診療所に対する開業費用の支援
○地区集会施設の復旧等に対する支援
○被災した私道の復旧に対する支援

【生活支援における事業例】
○一部損壊住宅の修繕、畳・襖・瓦の入替え等災害救助法適用外経

費の支援

【住宅対策における事業例】

○仮設店舗で開催される被災商店街の復興イベント等に対する助成

○被災農業者向けの苗木の購入等の支援

【産業復興・地域振興対策における事業例】

○被災した児童福祉施設等における各種備品の整備

○通学用のバス乗車券の購入補助
○被災を受けた学校や仮設住宅を巡回する移動図書館の運営
○青少年のスポーツの練習場所の確保のための移動費支援

【教育文化対策における事業例】

県分

市町村分
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３－７ 東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」⑤

○津波被災地域の住宅再建支援に係る基金の活用状況について

※１ 県は、震災復興特別交付税による措置分を全額市町村に交付金により交付済みであり、市町村は、県からの交付金を受けて基金を設けるなどしたうえで事業を執行。
※２ 「県から市町村への交付額」及び「交付金活用額」には県の「取崩し型復興基金」からの独自加算分を含む。
※３ 表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。
※４ 令和2年度で事業を完了。執行残については震災復興特別交付税の過大算定として精算。

県 名

県から
市町村への

交付額※１

①

震災復興
特別交付税

措置額
②

交 付 金 活 用 額

執行率
⑤÷➀

（参考）
交付金事業名

平成24年度～
令和３年度
(実績額) ③

令和４年度
(当初予算) ④

活用累計額
⑤(③＋④)

青 森 県※4 478 478 397 0 397 83.0%
青森県東日本大震災
復興推進交付金

岩 手 県 21,461 21,461 20,054 165 20,219 94.2%
東日本大震災津波復興
基金市町村交付金

宮 城 県※２ 72,753 70,856 65,159 1,152 66,311 91.1%
東日本大震災復興基金
交付金

福 島 県 10,306 10,306 3,148 190 3,338 32.4%
福島県市町村復興支援
交付金

茨 城 県※4 455 455 347 0 347 76.2%
津波被災地域復興支援
事業費交付金

千 葉 県※4 1,146 1,146 515 0 515 44.9%
「がんばろう！千葉」
市町村復興基金交付金

合 計※３ 106,599 104,702 89,619 1,507 91,126 85.5%

（単位：百万円）
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３－８ 福島復興に向けた制度③（福島復興再生基本方針の概要）

≪第１部 原子力災害からの福島の復興及び再生≫

≪第２部 避難指示・解除区域の復興及び再生≫

第１ 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項

第２ 福島復興再生計画の認定に関する基本的な事項

第３ 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府が
着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第４ 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進のために
政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第５ 特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関する基本
的な事項

≪第３部 福島全域の復興及び再生≫

第６ 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮ら
すことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実
施すべき施策に関する基本的な事項

第７ 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進のために政
府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第８ 新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与す
る取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のた
めに政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第９ 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進
に関する施策との連携に関する基本的な事項

第10 その他福島の復興及び再生に関する基本的な事項

（平成24年7月13日閣議決定、平成29年6月30日改定、令和３年３月26日改定、令和４年８月26日改定）
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【平成２５年】
１月２９日 復旧・復興事業の規模と財源（19兆円を25兆円）に見直し
２月 １日 福島復興再生総局を設置
２月 ６日 復興推進委員会平成24年度審議報告
２月２６日 平成24年度補正予算成立（復興特会3,177億円）
３月 ７日 「住まいの復興工程表」公表
３月１５日 「原子力災害による被災者支援策パッケージ」公表
４月 ２日 「原子力災害による風評被害を含む影響への対策

パッケージ」公表
５月１０日 福島復興再生特別措置法改正法の施行
５月１５日 平成25年度予算成立（復興特会４兆3,840億円）
６月 ５日 復興推進委員会

「新しい東北」の創造に向けて（中間とりまとめ）
８月 ７日 避難区域の見直しが完了

１０月１１日 「子ども被災者支援法基本方針」を閣議決定・国会報告
１１月１２日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２０日 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を閣議決定

【平成２６年】
２月 ６日 平成25年度補正予算成立（復興特会5,638億円）
３月２０日 平成26年度予算成立（復興特会３兆6,464億円）
４月 １日 福島県田村市の避難指示解除
４月１８日 「新しい東北の創造に向けて」（提言）を取りまとめ・公表
５月 １日 東日本大震災復興特別区域法の改正
６月１０日 「産業復興創造戦略」を取りまとめ・公表
６月２３日 「風評対策強化指針」を取りまとめ・公表
８月２８日 「大熊・双葉ふるさと復興構想」公表
９月 １日 福島県が中間貯蔵施設の建設受入れを表明

１０月 １日 福島県川内村の避難指示を一部解除
１１月２８日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２８日 南相馬市の特定避難勧奨地点を解除

【平成２３年】
３月１１日 東日本大震災発災・緊急災害対策本部発足
３月１７日 被災者生活支援特別対策本部（被災者生活支援

チーム）設置
５月 ２日 東日本大震災財特法成立

平成23年度補正予算成立（復興経費４兆0,153億円）
６月２４日 復興基本法施行
６月２５日 東日本大震災復興構想会議「復興への提言」提出
６月２８日 東日本大震災復興対策本部（第１回）開催
７月２５日 平成23年度第２次補正予算成立（復興経費１兆8,106億円）

７月２９日 「復興基本方針」策定
８月 ５日 原発避難者特例法成立
８月２６日 各府省の事業計画と工程表の取りまとめ（第１回）
８月２７日 原子力災害からの福島復興再生協議会（第１回）開催

１１月２１日 平成23年度第３次補正予算成立（復興経費９兆2,438億円）

１１月３０日 復興財源確保法成立
１２月 ７日 東日本大震災復興特別区域法成立
１２月 ９日 復興庁設置法成立

【平成２４年】
２月 ９日 復興推進計画第1号認定（岩手、宮城）
２月１０日 復興庁開庁
３月 ２日 復興交付金の交付可能額通知（第１回目）
３月 ５日 東日本大震災事業者再生支援機構事業開始
３月３０日 福島復興再生特別措置法成立
４月 ５日 平成24年度予算成立（復興特会３兆7,754億円）
６月２１日 子ども被災者支援法成立
７月１３日 「福島復興再生基本方針」を閣議決定
９月 ４日 被災地域の原子力被災者・自治体に対する国の取組

方針（グランドデザイン）の公表
１１月２２日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告

３－９ これまでの主な動き①
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【平成２８年】
１月２０日 平成27年度補正予算成立（復興特会1,016億円）
１月２２日 第１回東北観光アドバイザー会議を開催
３月１１日 「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の

基本方針を閣議決定
３月２９日 平成28年度予算成立（復興特会３兆2,469億円）
３月３１日 復興庁青森事務所を閉所
４月 １日 「復興・創生に向けたメッセージー皆様への約束と

お願いー」を公表
「復興特別区域基本方針の一部改定」を閣議決定

４月１５日 「東北観光アドバイザー会議」の提言を取りまとめ・公表
４月２２日 被災者支援総合交付金の交付可能額（第１回）を通知
５月２８日 福島12市町村将来像実現ロードマップ2020を公表
６月 ６日 東日本大震災５周年復興フォーラムを開催
６月１２日 葛尾村の避難指示を解除（一部の帰還困難区域を除く）
６月１４日 川内村の避難指示を解除

７月１２日 福島県南相馬市の避難指示解除（帰還困難区域を除く）
８月３１日 帰還困難区域の取扱いに関する考え方を決定

９月２６日 「「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正」を
閣議決定

９月３０日 「除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去・処理の
対応方針」を公表

１０月１１日 平成28年度第２次補正予算成立（復興特会4,023億円）

１１月２９日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２０日 原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針を

閣議決定

【平成２７年】
１月２３日 被災者支援【健康・生活支援】総合対策を公表
２月 ３日 平成26年度補正予算成立（復興特会2,597億円）
４月 ９日 平成27年度予算成立（復興特会３兆9,087億円）
５月 ７日 福島復興再生特別措置法改正法の施行
６月１２日 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂を

閣議決定
６月２４日 復興推進会議

今後５年にわたる復興・創生期間における復興事業の
あり方等を取りまとめ・公表

６月３０日 平成28年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興
事業の規模と財源について閣議決定

７月３０日 福島12市町村の将来像に関する有識者検討会提言公表
８月２４日 福島相双復興官民合同チーム発足
８月２５日 「子ども被災者支援法基本方針改定」を閣議決定・国会報告
９月 ５日 福島県楢葉町の避難指示解除

１０月 ２日 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」
に関する施策取りまとめの公表

１１月２７日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月１８日 「防災集団移転促進事業の移転元地等を利活用する

場合の支援施策パッケージ」を公表
１２月２５日 復興・創生期間に向けた新たな課題への対応方針を公表

３－９ これまでの主な動き②
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３－９ これまでの主な動き③

【平成２９年】
３月２７日 平成29年度予算成立（復興特会２兆6,896億円）
３月３１日 「復興特別区域基本方針の一部改定」を閣議決定

川俣町の避難指示を解除
飯舘村、浪江町の避難指示を解除（一部の帰還困難
区域を除く）

４月 １日 富岡町の避難指示を解除（一部の帰還困難区域を除く）
５月１２日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律成立
６月３０日 「福島復興再生基本方針」の改定（閣議決定）
９月１５日 「双葉町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定

１１月１０日 「大熊町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
１１月２９日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月１２日 「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」決定
１２月２２日 「浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定

【平成３０年】
２月 １日 東日本大震災事業者再生支援機構法改正法成立
３月 ９日 「富岡町特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
３月２８日 平成30年度予算成立（復興特会２兆3,593億円）
４月２０日 「飯舘村特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
５月１１日 「葛尾村特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定
７月 ６日 「福島県における復興祈念公園の基本計画」公表

１１月３０日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月１８日 復興・創生期間後も対応が必要な課題の整理の公表

【平成３１年】
３月 ８日 「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の

基本方針の変更について閣議決定
３月２７日 令和元年度予算成立（復興特会２兆1,348億円）
３月２９日 「復興特別区域基本方針の一部改正」を閣議決定
４月１０日 大熊町の避難指示を解除（一部の帰還困難区域を除く）

【令和元年】
５月 ７日 福島復興局いわき支所及び南相馬支所移転

１０月２３日 東日本大震災の復興施策の総括
１１月２２日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月２０日 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の

基本方針を閣議決定

【令和２年】
１月３０日 令和元年度補正予算成立（復興特会2,718億円）
３月 ４日 双葉町の避難指示を解除（帰還困難区域の一部を除く）
３月 ５日 大熊町の避難指示を解除（帰還困難区域の一部を除く）
３月１０日 富岡町の避難指示を解除（帰還困難区域の一部を除く）
３月２７日 令和２年度予算成立（復興特会２兆739億円）
６月 ５日 復興庁設置法等の一部を改正する法律成立
７月１７日 令和３年度以降の復興の取組について復興推進会議決定

１２月１１日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
１２月１８日 国際教育研究拠点の整備について復興推進会議決定
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３－９ これまでの主な動き④

【令和３年】
３月 ９日 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の

基本方針の変更について閣議決定
３月２６日 「福島復興再生基本方針」の改定（閣議決定）

令和３年度予算成立（復興特会9,318億円）
８月３１日 特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた

避難指示解除に関する考え方について原子力災害対策本
部・復興推進会議決定

１１月２６日 国際教育研究拠点の法人形態について復興推進会議決定

【令和４年】

２月 ８日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について閣議決定
３月２２日 令和４年度予算成立（復興特会5,790億円）

３月２９日 福島国際研究教育機構基本構想について復興推進会議決定
５月２０日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律成立
６月１２日 葛尾村の避難指示を解除（特定復興再生拠点区域）
６月３０日 大熊町の避難指示を解除（特定復興再生拠点区域）
８月２６日 「福島復興再生基本方針」の改定（閣議決定）

「新産業創出等研究開発基本計画」の策定
８月３０日 双葉町の避難指示を解除（特定復興再生拠点区域）

９月１６日 福島国際研究教育機構の立地について復興推進会議決定
１２月２７日 福島国際研究教育機構に関する関係閣僚会議の開催について復興推進会議決定

【令和５年】

２月 ７日 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案について閣議決定
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